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第３次計画策定の趣旨

・平成15年４月に第１次計画、平成25年４月に第２次計画（平成30年改訂）を策定。

・第２次計画の計画期間が令和４年度までのため、環境問題の状況の変化等を踏まえた計画を策定する必要がある。

・計画の策定作業期間は、令和３年度～令和４年度の２年間とする。

・本県の新たな振興計画と整合を図り、令和５年度～令和14年度の10年間とする。

・社会情勢等の変化を踏まえ、概ね５年後に中間見直しを行う。
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令和３年度

・検討委員会の立ち上げ

・素案作成に向けた基本的事項のとりまとめ

・各種計画との関連性の整理

・沖縄県の現状及び課題の整理

・第２次計画の評価・点検

・第３次計画の進捗管理方法の検討

・県民、関係団体等へのアンケート及びヒアリング

・第３次計画（素案）の作成

令和４年度

・県関係部局及び市町村への意見照会

・パブリックコメント

・シンポジウムの開催

・環境基本計画推進会議の開催

・第３次環境基本計画最終版・概要版の作成
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計画
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【新たな振興計画】（令和４年度～令和13年度）

【第３次沖縄県環境基本計画】（令和５年度～令和14年度）

見直し


